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確
定
申
告
の
期
間

　

平
成
25
年
分
の
確
定
申
告
書

の
提
出
と
納
付
は
、
２
月
17
日

㈪
〜
３
月
17
日
㈪
ま
で
で
す

が
、
所
得
税
の
還
付
申
告
は
既

に
柏
税
務
署
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
な
お
、
確
定
申
告
書
と

手
引
き
は
、
市
役
所
、
各
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し

て
い
ま
す（
枚
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
）。

確
定
申
告
は
柏
税
務
署
に

　

市
内
の
申
告
会
場
は
、
市
県

民
税
の
申
告
、
作
成
済
み
の
確

定
申
告
書
の
お
預
か
り
、
簡
単

な
確
定
申
告
書
の
作
成
相
談
で

す
。
次
の
方
は
、
柏
税
務
署
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

①
自
営
業
（
飲
食
業
、
大
工
な

ど
）、
農
業
、
不
動
産
業
、
外
交

員
、
ピ
ア
ノ
講
師
な
ど
事
業
系

の
所
得
が
あ
る
方
②
土
地
、
建

物
、
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
が

あ
る
方
③
入
居
後
初
め
て
の
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
雑
損

控
除
、
外
国
税
額
控
除
、
給
与

所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
の
特

例
を
受
け
る
方
④
平
均
課
税
・

青
色
・
訂
正
・
過
年
分
の
申
告

を
す
る
方
⑤
国
外
に
扶
養
す
る

親
族
が
い
る
方
、
亡
く
な
っ
た

方
の
申
告
⑥
相
続
税
、
贈
与
税
、

消
費
税
の
申
告
⑦
申
告
分
離

課
税
、
Ｆ
Ｘ
取
引
、
先
物
取
引
、

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
と
上

場
株
式
等
の
譲
渡
損
失
と
の
間

で
損
益
通
算
の
申
告
を
す
る
方

⑧
そ
の
他
、
特
殊
な
内
容
を
含

む
も
の

※
柏
税
務
署
の
駐
車
場
は
、
４

月
中
旬
ま
で
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

年
金
受
給
者
の
確
定
申
告

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の

合
計
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
で
あ
る
場
合
、
所
得
税

の
確
定
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん（
こ
の
場
合
で
も
所
得
税
の

還
付
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
）。
な
お
、
所
得
税
の
申

告
が
必
要
な
い
場
合
で
も
、
市

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合

（「
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て

い
る
控
除
」以
外
の
控
除
の
適

用
を
受
け
る
場
合
な
ど
）が
あ

り
ま
す
。

市
県
民
税
の
申
告

　

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
方
に
は
、
1
月
20
日

に
市
県
民
税
申
告
書
を
発
送
し

ま
し
た
。
同
封
の
返
信
用
封
筒

に
て
、
3
月
17
日
㈪
ま
で
に
な

る
べ
く
郵
送
で
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
申
告
書
が
届
か
な
い
場

合
は
課
税
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　市議会では、議会改革特別委員会を設置し、議会に関する基本
理念や議会運営の基本方針などを定めた議会の最高規範といえる
「議会基本条例」の策定作業を進めてきました。この度、条例の素
案がまとまったことから、市民の皆さんの意見を今後の条例制定
に反映させるため「議会基本条例素案市民説明会」を開催します。
※事前申込は不要です。受付は開始時間の30分前からとなります。
※議会改革特別委員会での検討経過および現在の条例素案は、市
ホームページ内の「市議会」のページで公開しています。なお、説
明会当日配布する資料は2月12日㈬に公開します。

　市内では適正に管理されていない空き家等が増加しています。このような空き家
等が増えると近隣住民に不安を抱かせたり、周辺環境に支障を及ぼすことが考えら
れます。市では空き家等の所有者等に対し、適正な管理を求めることで良好な生活
環境を確保するため、「我孫子市空き家等の適正管理に関する条例」を昨年12月に制
定し、4月1日から施行していきます。

「我孫子市空き家等の適正管理に関する条例」が
施行されます

●空き家の管理は所有者等の責任です
　空き家等の管理不全が原因で事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合は、
損害賠償を求められる場合があります。次のようなことに心がけ管理をしてください。
○ご近所や自治会などに連絡先を伝えておく○定期的に庭木が繁茂していないか、
戸締りがされているか、建物やブロック塀などの破損がないかなど点検する○管理
が困難な場合は業者や知り合いの方などに管理を依頼する
●管理不全な状態の空き家に対する市の対応
　市は管理不全な状態と認められた空き家等の所有者等に対し、助言または指導、
勧告、命令を行うことができます。改善されない場合は、所有者等の氏名公表や行
政代執行を行うことができます。 　市民安全課・内線486

日時 場所

2月15日㈯
10時～11時30分 湖北台近隣センター・大会議室
14時～15時30分 近隣センターふさの風・会議室1「にじ」

2月16日㈰ 13時～14時30分 アビスタ・第2学習室

申
告
の
準
備
は

お
早
め
に

　

ま
も
な
く
所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
県
民

税
の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
申

告
に
は
、
源
泉
徴
収
票
や
所
得
控
除
を
受
け
る

た
め
の
証
明
書
、
領
収
書
な
ど
が
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

　

作
成
済
み
の
確
定
申
告
書
は
市
の
申
告
会

場
で
お
預
か
り
し
ま
す
。無料申告相談会 税理士

による

日程 受付時間 会場
2月10日㈪

9時～11時30分
13時～15時30分

布佐南近隣センター
2月12日㈬ 新木近隣センター
2月13日㈭・14日㈮ 湖北地区公民館
2月17日㈪～
3月17日㈪の平日
※2月23日㈰、
3月2日㈰は開設

【相談】
9時～11時30分､13時～16時
【作成済み確定申告書のお預かり】
9時～17時

アビイクオーレ3階・
アビイホール
（イトーヨーカドー
我孫子南口店）

図

議会基本条例素案市民説明会
～ご意見をお聞かせください～ 議会事務局・内線323平成26年4月1日より

市 政 情 報

市役所の代表電話番号☎ 7185 － 1111　　市ホームページアドレスhttp://www.city.abiko.chiba.jp/

　千葉県税理士会柏支部では、下記の日程で
税理士による無料申告相談を実施しますので
ご利用ください。
日時　2月13日㈭・14日㈮午前9時30分～正
午、午後1時～3時30分※混雑状況により早
めに受付を終了する場合があります。
場所　けやきプラザ2階・ふれあいホール（駐
車場は台数に限りがあり有料です。駐輪場は
敷地内にはありません。）
内容　小規模納税者の所得税および消費税、
年金受給者や給与所得者の所得税の申告相談
（住宅借入金等特別控除や譲渡所得のある場
合を除く）※贈与税の相談、ゴルフ会員権の
譲渡や先物取引などの相談は行いません。
　柏税務署☎7146－2321　

　確定申告書第二表の「住民税に関する事項」につ
いて該当する場合は、省略せず全て正確に記入し
てください。記入がないと、住民税の配当割額控
除、株式等譲渡所得割額控除、寄附金税額控除等
が受けられない場合があります。特に「16歳未満
の扶養親族」欄は住民税の非課税限度額の算定な
どに必要ですので必ず記入してください。（下図参
照）

内容　市県民税の申告受付、作成済み
の確定申告書のお預かり（柏税務署に
回送）、簡単な確定申告書の作成相談

【
確
定
申
告
】柏
税
務
署

☎
７
１
４
６
の
２
３
２
１

【
市
県
民
税
の
申
告
】

課
税
課
・
内
線
４
０
１

確定申告作成上の注意点
～「住民税に関する事項」の記入を～

市が開設する
申告会場 

　今年も申告会場は、アビイクオーレ（イ
トーヨーカドー我孫子南口店）3階にある
アビイホールです（地図参照）。市役所で
の申告受付は行っていませんのでご注意
ください。

←至柏 至取手→
JR我孫子駅

南口 けやきプラザ

アビイ
クオーレ

（イトーヨーカドー）
店舗営業時間外出入口→

千葉銀行

※併設の駐車場は有料となります。
※アビイホールへの通用口（店舗営業時間外出入口）開場時間は
　午前8時30分です

アビイホールのご案内

http://www.city.abiko.chiba.jp/
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